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（商標登録出願）  

第五条   商標登録を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出

しなければならない。  

一   商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所  

二   商標登録を受けようとする商標  

三   指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 

（拒絶理由の通知）  

第十五条の二   審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，商標登録出願人に対し，拒絶の理由を通知

し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。 

（出願公開）  

第十二条の二   特許庁長官は，商標登録出願があつたときは，出願公開をしなければならない。 

（登録異議の申立て）  

第四十三条の二   何人も，商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り，特許庁長官に，商標登録が次の各号のいず

れかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において，二以上の指定商品又は指定

役務に係る商標登録については，指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 

（商標登録の無効の審判）  

第四十六条   商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは，その商標登録を無効にすることについて審判を請求

することができる。この場合において，商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては，指定商品又は

指定役務ごとに請求することができる。 

（商標登録の取消しの審判）  

第五十条   継続して三年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又

は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標，平仮名，片仮名及びローマ字の文字

の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標，外観において同視される図形からなる商標その

他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは，

何人も，その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 

商標登録出願，異議申立，審判  商標④  p244～247 

１ 商標登録出願 電子出願，書面出願 

２ 出願公開 公開準備完了後 

３ 審査 全件対象 

４ 登録異議の申立て 何人でも公報発行から 2月間可能 

５ 審判 

 (1) 拒絶査定不服審判 出願人が 3月以内 44条 

 (2) 無効審判 利害関係人が権利消滅後も可能 

(3) 不使用取消審判 何人でも可能 

６ 訴訟  


